軽自動車税種別割に係る生計同一証明書


1． 障害者等の住所、氏名

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2． 軽自動車等運転者の住所、氏名

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～民生委員の方へ～

· １と２の住所が異なる場合は、所得税（住民税）申告書、本人の申立等により生計が同一であることを確認してください。

上記の両者は生計を一にしていることを証明します。
　　年　　月　　日

民生委員住所及び氏名

　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

身体障害者・知的障害者と生計を一にする者が運転する場合は、民生委員の証明が必要です。








